
　

入
院
を
必
要
と
し
な
い
比
較
的
軽
症
の

救
急
患
者
を
治
療
す
る
医
療
体
制
で
す
。

平
日
の
昼
間
は
、
地
域
の
「
か
か
り
つ
け

医
」
な
ど
が
そ
の
役
割
を
果
た
し
ま
す
が
、

日
曜
、
祝
日
、
年
末
年
始
に
は
、
次
の
と

お
り
の
体
制
に
な
っ
て
い
ま
す
。

①
市
立
休
日
急
病
診
療
所

　
（
梅
田
町
・
�
�
3
3
5
2
）

　

診
療
科
目　

内
科
、
小
児
科
、
外
科

　

診
療
日
時   
日
曜
、
祝
日
、
年
末
年
始 

                  
（　

月　

日
〜
1
月
3
日
）

12

31

　
　
　
　
　
　
　

時
〜　

時
（　

月
か
ら

10

22

10

　
　
　
　
　
　

は　

時
〜　

時
）

10

18

※
休
日
急
病
診
療
所
は
、　

月
2
日
（
日
）

10

　

か
ら
、
診
療
時
間
を　

時
〜　

時
に
変

10

18

　

更
し
ま
す
が
、
夜
間
の
救
急
患
者
は
当

　

番
の
救
急
病
院
で
受
診
で
き
ま
す
。
救

　

急
病
院
に
つ
い
て
は
、
消
防
局
（
�
�

　

8
1
9
9
）
に
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

②
在
宅
当
番
医
制

（
休
日
の
急
病
患
者
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
診

　

療
科
目
の
医
師
が
当
番
で
診
療
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　　

診
療
日　
　

日
曜
、
祝
日
、
年
末
年
始

　
　
　
　
　
　
（　

月　

日
〜
1
月
3
日
）

12

31

　
　
　
　
　
　

※
眼
科
は
日
曜
の
み

※
在
宅
当
番
医
制
の
産
婦
人
科
は
9
月
末

　

で
廃
止
し
ま
す
が
、
緊
急
時
は
か
か
り

つ
け
医
や
市
立
総
合
病
院
、
佐
世
保
共
済

病
院
な
ど
の
二
次
救
急
医
療
施
設
な
ど
を

受
診
し
て
く
だ
さ
い
。

③
東
部
地
区
在
宅
当
番
医
制　

　

診
療
科
目
、
内
科
系
、
外
科
系
（
2
医

　

時　

間　
　

療
機
関
、　

時
〜　

時
）

10

17

　

診
療
日　
   
日
曜
、
祝
日
、
年
末
年
始 

                  
（　

月　

日
〜
1
月
3
日
）

12

31

　

手
術
や
入
院
を
必
要
と
す
る
重
症
の
患

者
に
対
応
す
る
病
院
に
よ
る
体
制
で
す
。

夜
間
と
休
日
に
病
院
群
輪
番
制
病
院　

病
11

院
が
、
輪
番
で
対
応
し
て
い
ま
す
。

①
二
次
救
急
医
療
施
設

　

診
療
科
目   
内
科
系
、
外
科
系

   
診
療
日
、　
  
毎
日
夜
間
（　

時
〜
翌
朝

18

　

時　

間　
　

8
時
）、
日
曜
、
祝
日
、
年

　
　
　
　
　
　

末
年
始
（　

月　

日
〜
1

12

31

　
　
　
　
　
　

月
3
日
、
8
時
〜　

時
）

18

【
内
科
・
外
科
】

　

市
立
総
合
病
院
（
平
瀬
町
・
�
�
1
5

　

1
5
）、
佐
世
保
共
済
病
院
（
島
地
町
・

　

�
�
5
1
3
6
）、
長
崎
労
災
病
院
（
瀬

　

戸
越
2
丁
目
・
�
�
2
1
9
1
）、
佐
世

　

保
中
央
病
院
（
大
和
町
・
�
�
7
1
5

　

1
）、
杏
林
病
院
（
早
苗
町
・
�
�
3
3

　

7
3
）

【
外
科
】

　

三
川
内
病
院
（
三
川
内
本
町
・
�
�
8

　

0
1
1
）、
福
田
外
科
病
院
（
藤
原
町
・

　

�
�
0
1
5
1
）、
俵
町
浜
野
病
院
（
俵 

   
町
・
�
�
6
5
4
8
）　

【
内
科
】

　

京
町
内
科
病
院
（
本
島
町
・
�
�
2
2

　

5
5
）、
久
保
内
科
病
院
（
田
原
町
・
�

　

�
3
3
7
7
）、
千
住
病
院
（
宮
地
町
・

　

�
�
1
0
1
0
）

②
小
児
二
次
救
急
医
療
施
設

　
       　
　
　

小
児
科

 　
  　
　
　
    
毎
日
夜
間
（　

時
〜
翌
朝

18

　
　
　
　
　
　

8
時
）、
日
曜
、
祝
日
、
年

　
　
　
　
　
　

末
年
始
（　

月　

日
〜
1

12

31

　
　
　
　
　
　

月
3
日
、
8
時
〜　

時
）

18

【
小
児
科
】

　

市
立
総
合
病
院
、
佐
世
保
共
済
病
院

　

救
命
救
急
セ
ン
タ
ー
な
ど
が
、
重
篤
な

患
者
に
高
度
な
医
療
を
総
合
的
に
提
供
し

ま
す
。
県
内
で
は
、
大
村
市
の
国
立
病
院

機
構
長
崎
医
療
セ
ン
タ
ー
救
命
救
急
セ
ン

タ
ー
と
、
長
崎
市
の
長
崎
大
学
医
学
・
歯

学
部
附
属
病
院
救
急
部
で
す
。

　

本
市
に
は
、
三
次
救
急
医
療
施
設
が
な

い
た
め
、
必
要
な
場
合
は
、
こ
れ
ら
の
病

院
な
ど
に
患
者
の
搬
送
を
行
い
ま
す
。

※
在
宅
当
番
医
や
二
次
救
急
医
療
施
設
の

　

当
番
病
院
・
医
院
名
に
つ
い
て
は
、
市

　

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
や
新
聞
で
お
知
ら
せ

　

し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
消
防
局
（
�
�

　

8
1
9
9
）
で
も
案
内
し
て
い
ま
す
。

2005.9
●９ 

　
　
　

■市町村合併により再編された県内の新市町
　本市は、ことし4月1日、吉井・世知原両町と合
併しましたが、住民の皆さんのご協力もあり、大
きな混乱もなく新市としてのスムーズなスタート
を切ることができました。
　県内の市町村合併の状況は、ことし7月1日現在
で、平成15年4月1日の79市町村から45市町村（11
市、33町、1村）となりました。今後さらに県内の
市町村合併は進み、来年3月31日には23の市町と
なります。
　平成の大合併と呼ばれる今回の市町村合併です
が、現在、本市は宇久町・小佐々町との合併に向
けて準備作業を行っています。
　本市では、これからの新しい佐世保市が、地域
住民の皆さんにとって、より良い市となるよう取
り組んでいきます。

●お尋ね　市役所合併地域行政課（�24-1111）

シリーズ�

●
お
尋
ね　

　

休
日
急
病
診
療
所
（
�
�
3
3
5
2
）

　

総
務
企
画
課
（
�
�
1
1
1
1
）

二

次

救

急

医

療

体

制

初

期

救

急

医

療

体

制

三

次

救

急

医

療

体

制

耳
鼻
咽
喉
科
（　

時
〜　

10

17

時
）、
眼
科
（　

時
〜　

10

14

時
）、
産
婦
人
科
（　

時
〜

10

　

時
。
9
月
末
で
廃
止
）、

17歯
科
（　

時
〜　

時
）

10

12

診
療
科
目

診
療
日
、

時　

間

診
療
科
目
、

時　

間

　

消
防
局
で
は
、「
救
命
の
連
鎖
」
を
途
切

れ
な
く
、
で
き
る
だ
け
早
く
つ
な
い
で
い

く
体
制
づ
く
り
を
目
指
し
て
い
ま
す
。

　
「
救
命
の
連
鎖
」と
は
次
の
よ
う
な
も
の

で
す
。

①
救
急
の
際
、
そ
の
場
に
居
合
わ
せ
た
人

　

が
、
で
き
る
だ
け
早
く
1
1
9
番
に
通

　

報
す
る
と
同
時
に
、
救
急
車
が
到
着
す

　

る
ま
で
の
間
、
心
肺 
蘇 
生
   

な
ど
の
応
急

そ 

せ
い

　

手
当
を
行
う
。

②
救
急
隊
が
そ
れ
を
引
き
継
ぎ
、
よ
り
高

　

度
な
救
急
救
命
処
置
を
行
い
な
が
ら
、

　

医
療
機
関
に
搬
送
す
る
。

　

こ
の
よ
う
な
体
制
を
整
え
、
一
人
で
も

多
く
の
「
救
え
る
命
」
を
救
う
た
め
、
各

家
庭
に
一
人
で
も
多
く
の
救
急
講
習
会
受

講
者
を
増
や
し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

ぜ
ひ
、「
一
家
庭
に
一
救
急
員
！
づ
く

り
」
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

　
〈
救
命
講
習
会
〉

　

一
般
市
民
で
も
使
用
が
可
能
に
な
っ
た

A
E
D
（
自
動
体
外
式
除
細
動
器
）
の
講

習
を
含
む
救
命
講
習
会
を
随
時
無
料
で
開

催
し
て
い
ま
す
。

　

心
停
止
し
た
人
に
対
し
て
は
、
早
期
に

心
肺
蘇
生
法
と
A
E
D
（
自
動
体
外
式
除

細
動
器
）
を
用
い
た
電
気
シ
ョ
ッ
ク
（
除

細
動
）
を
行
う
こ
と
が
救
命
率
ア
ッ
プ
に

つ
な
が
り
ま
す
。

　

い
ざ
と
い
う
と
き
、
慌
て
ず
安
全
確
実

に
A
E
D
が
使
用
で
き
る
よ
う
、
講
習
を

受
け
て
あ
な
た
の
身
近
な
人
を
救
い
ま

し
ょ
う
。

　

救
急
車
の
出
動
は
年
々
増
加
し
て
い
ま

す
。
緊
急
で
は
な
い
の
に
救
急
車
を
呼
ぶ

と
、
本
当
に
必
要
と
す
る
人
へ
の
到
着
が

遅
れ
る
恐
れ
が
あ
り
ま
す
。

　
「
救
え
る
命
」
を
救
う
た
め
に
も
、
正
し

い
利
用
に
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
し
ま

す
。

　

　

病
気
や
け
が
の
診
療
は
も
と
よ
り
、
ひ

ご
ろ
の
健
康
増
進
や
疾
病
予
防
の
た
め
に

「
か
か
り
つ
け
医
」、「
か
か
り
つ
け
歯
科

医
」、「
か
か
り
つ
け
薬
局
」
を
持
つ
こ
と

が
大
切
で
す
。

　

ま
た
、
急
病
や
事
故
な
ど
の
緊
急
時
に

は
、
医
師
会
、
歯
科
医
師
会
、
薬
剤
師
会

お
よ
び
二
次
救
急
医
療
施
設
な
ど
の
協
力

の
下
、
次
の
よ
う
な
救
急
医
療
体
制
を
整

え
て
い
ま
す
。

　　
〔
軽
症
〕

　　
〔
重
症
〕

　　
〔 
重  
篤 
〕

じ
ゅ
う 
と
く

　

●８ 

一
家
庭
に
一
救
急
員

9
月
9
日
は
救
急
の
日

　

救
急
の
日
は
、
救
急
医
療
と
救

急
業
務
に
つ
い
て
国
民
の
正
し
い

理
解
と
認
識
を
深
め
る
と
と
も
に
、

救
急
医
療
関
係
者
の
意
識
の
高
揚

を
図
る
た
め
、
昭
和　

年
に
定
め

57

ら
れ
ま
し
た
。

9
月
6
日
〜　

日
は
救
急
医
療
週
間

12

●
お
尋
ね　

　

消
防
局
警
防
課
（
�
�
9
2
5
4
）

救
急
車
の
正
し
い
利
用
を

迅速な
病院の処置

（2次救命処置）

迅速な
救急隊の処置
（除細動）

迅速な
住民の救命手当
（1次救命処置）

迅速な
119番

救
急
医
療
体
制

救
急
患
者

��

二
次
救
急
医
療
施
設
（　

病
院
）

11

小
児
二
次
救
急
医
療
施
設
（
2
病
院
）

初
期
救
急
医
療
施
設

（
か
か
り
つ
け
医
・
休
日
急
病
診
療

所
・
在
宅
当
番
医
制
）

�

三
次
救
急
医
療
施
設
（
市
外
2
病
院
）


